
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当は含まれていません。

      ２　職員数は、令和４年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、再任用職員（短時間勤務）

　　　　　及び会計年度任用職員は含んでいません。

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、

　　　　　会計年度任用職員の給与費は含まれていません。
 

（３）ラスパイレス指数の状況

（４）給与改定の状況

①月例給

給与月額である。

②特別給（期末・勤勉手当）

及び勤勉手当の年間支給月数である。

0.10 4.50 4.50
R5年度

月月 月 月

人事委員会の勧告
年間支給月数

（改定率）

0.99

％

民間の支給割合 公務員の支給月数

（参考）
国の改定率

％

1.10
（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均

区　　分 （参考）
国の

年間支給月
較差

勧告

人事委員会の勧告

Ａ

公務員給与

Ｂ

円

362,338

勧告
Ａ Ｂ

区　　分

R5年度

給与改定率

0.99

％

365,941

円

Ａ－B

円

3,603

較差民間給与

月月

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当
4.49 4.40 0.09

（改定月数）Ａ－B

佐世保市の給与・定員管理等について

区　　分

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

令和3年度の人件費率

240,473

人件費

　　　　　Ｂ

R４年度

2,106

実質収支 人件費率

5,747

　　　　　　　　　　　％

19,836,195

（参考）

千円

職員手当

千円 千円

12,103,322

　　　　　　Ａ

千円

職員数

1,429,184 3,048,533

千円人 千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

133,196,467

　　　　　　　千円

住民基本台帳人口

14.3

歳　出　額

14.9

期末・勤勉手当

（令和5年1月1日）

一人当たり給与費給　 料

（参考）中核市平均

　　　　　千円
R4年度

4,510,357

人　

6,2937,625,605

　 　 　 俸給月額を100として計算した指数です。
　　　２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域

千円

給与費 B/A　　計　　Ｂ　　　　　　Ａ

（参考）一人当たり

　　　　 て補正したラスパイレス指数。

区　　分

　　　３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造等が類似している団体（中核市）のラスパイレス指数を単純平均したものです。

 　　　  国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の
（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　　　　 手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用い

　　　　　により算出。）
　　　　（補正前のラスパイレス指数×（1+当該団体の地域手当支給率）/（1+国の指定基準に基づく地域手当支給率）

R3.4.1 R4.4.1R2.4.1 R5.4.1 R3.4.1 R4.4.1R2.4.1 R5.4.1 R3.4.1 R4.4.1R2.4.1 R5.4.1
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（５）給与制度の総合的見直しの実施状況

①給料表の見直し

　〔　実施　〕

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容）

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（参考）

③その他の見直し内容

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　　　　①一般行政職

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

（参考） 技能労務職員と類似する民間労働者の平均給与月額

20%

18.5%

18.5%

18%

18%

18%

18% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

平成26
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

20%

349,871

（支給割合）東京都の特別区に勤務する職員に対して、国基準の20%に準じ、本市においても20%を支給。

（実施時期）平成28年4月1日から実施。段階的に支給率を引上げることとし、平成27年4月1日時点は18%。

54.0

うち清掃職員

42.4

公　　務　　員

平均給与月額

            給与改定後は平成27年4月に遡及し18.5%、平成28年4月1日時点は20％を支給。

（給料表の改定実施時期）平成27年4月1日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ平均1.8％引下げ。1級及び2級の初任給にかかる号給の
引下げはなし。高齢層に対する1.5%減額措置は廃止。激変緩和のため経過措置（現給保障）を実施。

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し
等に取り組むとされています。

42.1

長崎県

62

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

うちその他

56.8

347,448

221

円

66

令和元
年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

平成27年度

遡及改定後4月1日時点

区　　分

40

東京都特別区に
勤務する職員

うち守衛

歳

各年度の支給割合

円43.3

平均給与月額
（国比較ベース）

平均年齢

長崎県

国

佐世保市の支給割合

国基準による支給割合

中核市平均

189

円

319,196

　 経験年数、雇用形態等において、本市の区分とは完全に一致しません。

中核市平均

114

（平均49.1歳）

用務員

329,178

　 が、対象にアルバイト等の非正規従業員を含んでいる点で本市の技能労務職員（正規職員のみ）とは異なります。

318,629

322,487

214,100

375,461

317,076

54.0

54.3 347,235

歳

歳

53.3

51.1 9

54.3

43.4

50.8

円

（平均47.3歳）

うち運転士

佐世保市

（総務省ﾃﾞｰﾀ）

335,761

1,94151.2 286,942

佐世保市

円

歳

うち用務員 54.3

国

379,315

379,701

円

　 また、本市の同様の職種であっても、調査対象の企業の規模や範囲、調査時期にも違いがあるため、具体的な業務内容や

－

廃棄物処理業従業員 調理士 守衛

330,295

平均給料月額職員数

21 328,576

円

平均給料月額区　　分 平均給与月額

円

円 350,153

389,831

　単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

平均年齢

404,015―

414,556

円

円

円

円 362,970

388,794

310,800

円 363,483

376,629

364,554

206,900 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（令和2年～令和4年の３ヶ年平均）を使用しています

民間平均

23

355,535

うち学校給食員 331,683

366,078

350,792 373,037

360,386

402,211 396,000

338,433

345,052

356,574

338,700

241,700 171,700

自家用乗用自動車運転手

360,983

（平均58.3歳）

円

397,258

366,801

平均給与月額

369,070

（国比較ベース）

（平均56.3歳）（平均48.9歳）

　 なお、廃棄物処理業及び用務員については全国平均の数値を、それ以外の職種は長崎県平均の数値を使用しています。
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③消防職

　　　　④高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

　　　　⑤小・中学校（幼稚園）教育職

（注）１「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの
　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　
　　　　「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いた
  　　　もの）で算出しています。

45.8 歳

円

円

区　　分 平均給料月額

円405,213円

362,100

円

佐世保市

平均給与月額

404,074

円

円

一般行政職

中核市平均

―

307,488

円

佐　世　保　市

374,307

円

高　校　卒

円

円 円406,465

円

一般行政職

平均年齢

（国ベース）

円佐世保市

平均年齢

37.5 歳 311,232

平均給料月額

高　校　卒

円

150,100

高　校　卒

38.8

円

292,400 353,545

経験年数３０年

大　学　卒 円

円

353,236歳

円348,062

佐世保市

区　　分

円

円

円

―

円

353,750

352,538

256,352

355,000

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

221,425

円

中　学　卒

154,600

円

154,600

46.8 歳

長崎県 428,392

長崎県 45.3 歳

技能労務職

378,067

経験年数１０年

―

― 280,700

44.1

円

円

307,220

平均給与月額

中核市平均

平均給与月額

区　　分

経験年数２５年

円

平均給与月額

327,200

377,955

円 362,800―

円

円

円

366,380

中核市平均

経験年数２０年

360,607

区　　　　分

412,348

中　学　卒
技能労務職

（２）職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

国

円

円

高　校　卒

円

46.3

39.3

381,556

152,000

円 447,103

歳

137,950

円

歳

円

364,679

円

円

円

185,200

歳

円

円

平均給料月額

283,500

154,600

平均年齢

円

長　崎　県

円

―

185,200

154,600

大　学　卒

区　　　　　分

円

185,200
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（注） １　佐世保市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。（再任用職員を除く。）

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

362,900円4.9%

５　　級

７　　級 444,900円

468,600円408,100円

266,000円

290,700円

350,000円20.1%３　　級 主任主事

23人

198,500円

247,600円

304,200円

6.5%

41.7%

234,400円

係長
主査

6.7%

１　　級

２　　級 主事（一定の知識・経験を要する職務）

384,200円

部長・理事
次長・副理事
課長（高度の知識・経験を要する職務）
主幹（　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　）

60人

６　　級

標準的な職務内容

10.4%

課長・主幹
課長補佐（高度の知識・経験を要する職務）
副主幹（　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　）

部長（高度の知識・経験を要する職務）

課長補佐
副主幹

８　　級

主事

82人

職員数
1号給の
給料月額

150,100円

245人

508人

7.7% 408,200円

393,000円

1.9%

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和５年４月１日現在）

127人

94人

79人

区　　分
最高号給の
給料月額

319,200円

（注）平成１８年に１０級制から８級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級を新給料表の１級へ、
      ４級及び５級を３級へそれぞれ統合）

４　　級

構成比
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和５年４月１日現在）

（３）昇給への勤務成績の反映状況

標準に加え、上位の区分も適用

国

一般職員

佐世保市

標準に加え、下位の区分も適用

管理職員

○

令和5年度中における運用
特定管理

職員

標準に加え、上位及び下位の区分
も適用

○

○ ○

ロ 人事評価を実施していない

○

一般職員

標準の区分のみ適用

イ 人事評価を実施した ○

○

○
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４　職員の手当の状況

（ ( （ ( （ (

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度 最高限度

定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

人 3 ％長崎市 3 ％ 5

東京都特別区

国

0.95

0

47.709

％ 2,045 0

4

支給率

％

2.40

20

2.00

47.709

）月分

勤勉手当

（３）地域手当（令和５年４月１日現在）

　月分2.00

％

（２）退職手当（令和５年４月１日現在）

千円

支給対象職員数

標準に加え、上位の成績率も適用

佐世保市

月分

○

（加算措置の状況）

　月分

1.35

　月分2.40

）月分

2.00　月分

令和4年度中における運用

職制上の段階、職務の級等による加算措置

標準に加え、上位及び下位の成績
率も適用

特定管理
職員

　・役職加算　５～２０％

2.40

　・管理職加算　１０～２０％

佐世保市

　月分

勤勉手当

（支給率）

月分

％

33.27075

月分

一般職員

39.7575

ロ 人事評価を実施していない

（支給率）

％

月分

2,962

支給対象地域

16

人

医師・歯科医師

20,578

3％

支給職員１人当たり平均支給年額（R4年度決算）

15

（R4年度支給割合）

○

1,552 1,534千円

0.951.35

月分

国

月分

支給実績（R4年度決算）

20

期末手当　　　　　　　　　　

1.35

佐　世　保　市

千円

管理職員

長　　崎　　県

千円

１人当たり平均支給額（R４年度）

24.586875

28.0395

0.95）月分

（R4年度支給割合）

○イ 人事評価を実施した

33.27075

月分

月分19.6695

47.709

39.7575

28.0395

19.6695

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、R4年度に退職した職員に支給された平均額です。

月分

月分

6,993

○○

○○

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　

標準に加え、下位の成績率も適用

月分

期末手当　　　　　　　　　　

（１）期末手当・勤勉手当（令和４年度実績）

）月分

　月分

）月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（R4年度支給割合）

－

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（加算措置の状況）

勤勉手当

（加算措置の状況）

）月分

○

一般職員

国

１人当たり平均支給額（R４年度）

期末手当　　　　　　　　　　

　・役職加算　５～２０％

　・管理職加算　１０～２５％

　・役職加算　５～２０％

標準の成績率のみ適用

24.586875

月分

月分

月分

千円

月分

その他の加算措置

佐世保市

582,750

国の制度（支給率）

47.709

人

人

47.709 月分

円

47.709
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　円

　％

（５）時間外勤務手当

千円

16,766 千円

3,177 千円

千円

千円

月額6,500円又
は日額310円

千円

（４）特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

275

月額6,100円又
は日額290円

手当の名称

支給実績（R4年度決算）

保健福祉部、環境部職員

財務部、土木部職員等

保健福祉部の保健師等

左記職員に対
する支給単価

千円

日額220円
又は同320円

6,927

千円 １匹130円

１回190円～
500円

千円

日額300円

千円

34.2

77,132

13,851

165

453 千円

主な支給対象職員

不快作業手当

消防職員

生活衛生課職員

税務担当職員

福祉主事手当

用地等交渉手当

市民斎場職員

環境部職員

高さ10メートル以上の足場の不安定な箇所での高所作業環境部、消防職員等

道路維持課職員道路上作業手当 交通を遮断することなく行う道路の維持修繕作業

廃棄物の収集運搬・処分、し尿浄化槽等の監視指導

潜水手当

感染症作業手当
感染症の発生地域の消毒又は患者の消毒、検便、咽喉粘液
の採取若しくは患者の移送若しくは収容
※新型コロナウイルス感染症対応の場合

高所作業手当

潜水器具を着用した潜水作業

溝渠等の汚物等の清掃作業

職員全体に占める手当支給職員の割合（R4年度）

月額4,850円又
は日額230円

日額410円又
は730円

月額5,900円又
は日額280円

月額4,200円又
は日額200円

保健福祉部職員

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R ４ 年 度 決 算 ）

火災発生現場での消火、救急車による病人の収容等

420,263

5,836

支給職員１人当たり平均支給年額（R4年度決算）

年末年始勤務手当
※令和5年3月31日廃止

千円

255

福祉業務

千円

交替制勤務の消防職員

千円

すぎのこ園・保育所職員

深夜に行う通信、受付等の業務

用地買収、家屋移転又は漁業補償の困難な交渉

458,275

道路維持課職員

海外地域における国際緊急援助活動業務

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R ３ 年 度 決 算 ）

死体(胎)の火葬業務

消防出動手当

主な支給対象業務

12月29日から1月3日までの期間中の勤務
年末年始の休暇期間中に
勤務することを必要とする
職員

月額3,150円又
は日額150円

4,491

千円

170

千円

34,218

12

日額290円

千円

千円 日額910円

社会福祉主事の業務

夜間特殊業務手当

国際緊急援助手当 消防職員

支 給 実 績 （ R ３ 度 決 算 ）

千円

千円

54,224

１時間310円

13,257

1,100円又
2,200円

放射線取扱手当

千円 日額4,000円

936

徴収事務

30,530

消防職員等

保健福祉部職員等

犬猫の死体収容

検査手当

被災地危険作業手当 消防職員 管轄区域外での消防活動業務 -

病理臨床検査、理化学的検査、と畜検査

-

結核患者の保健指導、精神障害者の保健指導

（注） ２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（R４年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

千円

支 給 実 績 （ R ４ 年 度 決 算 ）

犬猫死体収容手当

放射線の照射

野犬捕獲業務

支給実績
（R4年度決算）

　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）です。

18種類手当の種類（手当数）

（注） １　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

市税又は国民健康保険税の賦課事務

34清掃作業に従事する職員

千円

日額1,000円

福祉施設等手当

税務手当

保健指導手当

-

保健福祉部職員等

月額7,000円又
は日額230円

日額290円
※日額3,000円
又は同4,000円
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（６）その他の手当（令和５年４月１日現在）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

1,058,000円×57/100×在職月数 任期毎に支給

873,000円×37/100×在職月数 任期毎に支給

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行っている場合に、減額措置前の金額を入力する欄です。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における減額後の給料月額を基礎とした退職手当の見込額です。                                 

　　　　３　　平成25年7月1日から平成26年3月31日まで、市長は給料の15％、副市長は給料の10％を減額しました。

千円

異

千円

内容及び支給単価

借家世帯主　最高28,000円
（家賃16,000円以上で家賃額に応じて支給）

千円

異 662,863

千円

千円

千円

305,297

円

15,504,480円

28,946,880円

252,143

退
職
手
当

円

円

期
末
手
当

475,000

5,196

５　特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

504,000602,000

3.30

　　（R4年度支給割合）

円563,000

円

3.30

副 議 長

副 市 長

円

支給職員１人当た
り

平均支給年額
（R4年度決算）

千円6,262

－

円

707,000

974,000

報

酬

円

備　　　　考

副 議 長

議 員

副 市 長

議 長

市 長

市 長

同

月分

支給実績
（R4年度決算）

月分

円議 員

国の制度は職務の級により定
額を支給（俸給の特別調整額） 247,248

円／

円

1,058,000

円 696,000

700,000

　　（R4年度支給割合）

手　当　名
国の制

度との異
同

国の制度と
異なる内容

扶養親族を有する職員に支給
　・配偶者　　6,500円（8級の職員は3,500円）
　・子　　　　 10,000円
　（16歳～22歳までの子　5,000円加算）
　・配偶者、子以外の扶養親族
　　　　　　　　6,500円（8級の職員は3,500円）

住居手当

87,500

269,289

議 長

副 市 長

円

円

市 長

円

円

管理職手当

同休日勤務手当

同

60

円／

給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

円

管理又は監督の地位にある職員に対して職務に応じて支給
42,500～88,400円（定額）

円

662,000

千円

給

料 873,000

宇久島、黒島、小値賀町の公署に勤務する場合に支給（勤
務期間によって、13％から8％の割合で支給）
※合併時から宇久島に勤務している職員は対象外

区　分

特地勤務手当等

夜間勤務手当

単身赴任手当

宿日直手当

円／

円／ 584,000827,000

748,000

1,206,000 円／

19,938

－

同

（参考）類似団体（中核市）における最高／最低額

140,263

宿日直勤務を行う職員に支給
　宿日直勤務１回　5,500円
　５時間未満の場合　2,750円

同
官署を異にする異動等により同居の配偶者と別居する職員
に対して距離に応じて最高68,000円

円

371,143

扶養手当

円

円

祝日法にによる休日又は年末年始の休日に、正規の勤務
時間に勤務する職員に対して、その勤務１時間につき100分
の135の割合で支給

同

－

－

円

151,373

国の制度(5時間未満半額)
　庁舎等の保全業務
　　１回　4,400円
　刑務所・病院等の当直
　　１回　6,100円　など

－

同

通勤手当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５時までの
間に勤務する場合に支給
　勤務1時間当たりの給与の25％を支給

－

－

12,000

円

453,136千円

108,075

通勤のために交通機関等を用いている職員
又は徒歩による通近距離が2ｋｍ以上の職員
　交通機関利用　運賃等に応じて最高55,000円
　交通用具使用　距離に応じて最高31,600円

26,991 円

円297,978
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６　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

人

人

＜参考＞
R5.1.1現在人口 人

［ ］ ［ ］ [ ] 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

（３）職員数の推移 （単位：人・％）

( % )

( % )

( % )

( % )

( % )

( % )

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

▲ 46 ▲ 1.82,441

48歳

▲ 12.7

2,085 2 0.12,106

355

52歳

▲ 52

2,090

362 356

総合計 2,487 2,491 2,456 2,465 2,461

計
39歳

欠員

40歳

人）

1

70

374

56歳44歳

2,103

公営企業等会計 408 357 361

普通会計計 2,083 2,099

60歳

374 376 377

教　育

消　防

一般行政 1,479 1,490 1,477

230

R3年 R5年
過去5年間

の増減数（率）

0 0.0

217 ▲ 5.7216 220

376

236

377

▲ 13

23歳 以上
～ ～ ～

260

人

2,441

　　　　　　　　年　　度
部　　門

30年 R元年 R2年

職員数
人 人

27 103

233

1,510 1,494 15

288 238334

R4年

1,510 1.0

337

人人 人 人 人 人 人

175 172 222 215

人人 人

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳
～

27歳 31歳 35歳 59歳
～～ ～ ～

未満

108 109

～

51歳
～

47歳

交通 2 2

△ 1 機構改革その他

合　　計
2,441 2,461 △ 20

240,473
2,467 2,467 0 人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　101.51

55歳

173

0 0

令和5年度

105

344

14

△ 9税務

　　　　　　　　　　　区　分
部　門

2 機構改革公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院

水道 175

下水道 71 71

小　計 356 355

245 4 機構改革

1 育休過員

114

396

機構改革、育休過員解消

1総務

令和4年度
主　　な　　増　　減　　理　　由

議会

47.28 人）

教育部門 217 220 △ 3 育休過員解消、業務見直し

一
般
行
政
部
門

1

人口１万人当たり職員数（R5年） 62.13

普
通
会
計
部
門

衛生

業務見直し、欠員

商工 36

民生

△ 1 欠員

1

82 △ 2

△ 11355 欠員、暫定配置終了

15

397 機構改革、業務見直し

86.702,085 2,106 △ 21

消防部門

土木

＜参考＞

小　計

64.88

1,494 1,510 △ 16

374

80

（類似団体の人口１万人当たり職員数

（類似団体の人口１万人当たり職員数

人口１万人当たり職員数（R5年）

249

267

労働

△ 2

266 欠員解消

＜参考＞

1

農林水産

計

37

376

対前年
増減数

（各年４月１日現在）

職　　　員　　　数

区　分

（２）年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在）

43歳

36歳
～
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７　公営企業職員の状況

（１）水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含んでいません。

      ２　職員数については、令和５年３月３１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤

　　　　　務））を含み、会計年度任用職員は含んでいません。

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度

　　　　　任用職員の給与費は含まれていません。

イ　 特記事項
なし

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和５年４月１日現在）

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当を含んでいます。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（ ( （ (

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和５年４月１日現在）

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度額 最高限度額

定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） 定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（令和５年４月１日現在）

47.709

39.7575

28.0395

19.6695 19.6695

総費用
純損益又は

職員給与費
総費用に占める 　（参考）

実質収支 職員給与費比率 ３年度の総費用に占
区　　分

令和４年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％

5,833,091 414,960 976,882 16.7 17.4

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

％

給与費　B/A 一人当たり給与費

令和４年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

（参考）市町村平均

佐世保市水道事業 佐世保市（普通会計職員） 全国市町村水道事業平均

１人当たり平均支給額（R４年度） １人当たり平均支給額（R４年度） １人当たり平均支給額（R４年度）

475,600 円

団体平均 45.7 歳 335,310 円 500,619 円

6,018

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

佐世保市水道事業 42.1 歳 318,704 円

171 629,190 108,341 239,351 976,882 5,713

2.00 　月分 2.40 　月分 2.00 　月分

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当
－

2.40 　月分

1,400 千円 1,493 千円 1,437 千円

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
－

　・役職加算　５～２０％ 　・役職加算　５～２０％

0.95 ）月分1.35 ）月分 0.95 ）月分 1.35 ）月分

月分 33.27075 月分 月分 33.27075 月分28.0395

佐世保市水道事業 佐世保市（普通会計）

（支給率） （支給率）

月分 月分 月分 月分24.586875 24.586875

その他の加算措置 その他の加算措置

月分 47.70947.709

千円

月分 月分

2,962 千円

月分

月分 47.709 月分 月分 47.709 月分

47.709

39.7575

なし

１人当たり平均支給額　　　　 1,370 千円 21,133 千円 １人当たり平均支給額　　　　 20,578
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エ　特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

オ　時間外勤務手当 　

（注）　１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

（注）　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和３年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）です。

カ　その他の手当（令和５年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

（令和４年度決算）

80,117

－ 25,427 千円

千円

290,915

516,214

189,000千円

千円

通勤手当

通勤のため交通機関等を用いている職員
又は徒歩による通近距離が2ｋｍ以上の職員
　交通機関利用　運賃等に応じて最高55,000
円
　交通用具使用　距離に応じて最高31,600円

同 － 10,976

住居手当
借家世帯主　最高28,000円
（家賃16,000円以上で家賃額に応じ支給）

支給実績（令和４年度決算） 1,624

手当の種類（手当数） 5

日額　910円

水中作業(膝上まで没する作業) ―

特殊作業車運転手当 道路掘さく作業車の運転 58千円 日額　120円

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 43,892　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度） 21.6　％

日額　150円

国県等からの派遣要請による災害発
生地域における給水等作業

― 日額　910円

荒天時の川谷ダム洪水吐ゲート操作

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 40,150 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 235

194 千円

支 給 実 績 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ） 33,609 千円

千円

日額　910円

塩素ガスの操てん作業 ― 日額　200円

日額1,500円

1回 1,000円

1回 1,100円

地下2メートル以上の掘さく現場作業 2千円

汚水処理施設における現場作業(処
理場に勤務する職員)

―

船外機における作業 1千円

199千円

56千円

夜間特殊業務手当　

7千円 日額　910円

危険手当
著しく危険又は衛生上有害な

作業に従事した者

内容及び支給単価 平均支給年額

279,418扶養手当

一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の制度と
異なる内容

支給実績
（令和４年度決算）

夜間変則交替勤務 803千円

年末年始勤務手当 12月29日から翌1月3日までの勤務 82千円

緊急出動手当　

日額　150円

水面上5メートル以上10メートル未満
の橋りようにおける鉄管架設作業

―

水面上10メートル以上の橋りようにお
ける鉄管架設作業

― 日額　220円

日額　910円

荒天時の屋外作業

　

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績
（令和4年度決算）

左記職員に対
する支給単価

重量物又は長大物を取扱う著しく危
険な作業

72千円

扶養親族を有する職員に支給
　・配偶者　　6,500円
　・子　　　　 10,000円
　（16歳～22歳までの子　5,000円加算）
　・配偶者、子以外の扶養親族
　　　　　　　　6,500円

同

13,673 千円

14,454

1,701

日額　120円

感染症発生地域又は汚染疑い地域
の消毒作業

― 日額　230円

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員に対して職
務に応じて支給
34,700円～66,300円（定額）

支給職員１人当たり

深夜緊急呼出による出動

同 －

手　当　名

水質試験 344千円 日額　280円

異 支給額

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10時から翌日午
前5時までの間に勤務する職員に対し、その
勤務1時間につき正規の勤務時間における1
時間当たりの給与額の100分の25の割合で支
給

同 －

日額　300円

排水設備の検査又は故障修理 ― 日額　300円
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円

（２）下水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含んでいません。

      ２　職員数は、令和５年３月３１日現在の人数です。

イ　特記事項

なし

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和５年４月１日現在）

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当を含んでいます。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（ ( （ (

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和５年４月１日現在）

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度額 最高限度額

定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） 定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（令和５年４月１日現在）

47.709

39.7575

月分

24.586875

月分

5,935

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）市町村平均

令和３年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

4,677,028 107,348 410,563 8.8 8.6

総費用に占める 　（参考）

実質収支 職員給与費比率 ３年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

区　　分 総費用
純損益又は

職員給与費

71 267,849 38,558 104,156 410,563 5,783

給与費 　B/A 一人当たり給与費

令和３年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

佐世保市下水道事業 佐世保市（普通会計職員） 全国市町村下水道事業平均

１人当たり平均支給額（令和４年度） １人当たり平均支給額（令和４年度） １人当たり平均支給額（令和４年度）

円

団体平均 44.3 歳 330,766 円 493,186 円

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

佐世保市下水道事業 41.4 歳 325,617 円 481,881

2.00 　月分 2.40 　月分 2.00 　月分

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当
－

2.40 　月分

1,467 千円 1,493 千円 1,424 千円

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
－

　・役職加算　５～２０％ 　・役職加算　５～２０％

0.95 ）月分1.35 ）月分 0.95 ）月分 1.35 ）月分

47.709

月分 33.27075 月分

月分 47.709 月分 月分 47.709 月分

28.0395

佐世保市下水道事業 佐世保市（普通会計）

（支給率） （支給率）

月分 月分 月分 月分19.669524.586875

39.7575

28.0395

19.6695

月分 33.27075

0 千円－宿日直手当
宿日直勤務を行う職員に支給
　宿日直勤務１回　5,600円
　５時間未満の場合　2,800円

同

なし

１人当たり平均支給額　　　　 0 千円 22,174 千円 １人当たり平均支給額　　　　 20,578

その他の加算措置 その他の加算措置

月分 47.70947.709

千円

0

月分 月分

2,962 千円
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エ　特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

オ　時間外勤務手当

（注）　１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

（注）　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和３年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）です。

カ　その他の手当（令和５年４月１日現在）  

円

円

円

1回 1,000円

1回 1,100円

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 33,267

194千円 日額　280円

　円

特殊作業車運転手当 道路掘さく作業車の運転 ― 日額　120円

年末年始勤務手当 12月29日から翌1月3日までの勤務 ―

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度） 21.1　％

手当の種類（手当数） 5

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績
（令和4年度決算）

左記職員に対
する支給単価

日額　120円

日額1,500円

荒天時の屋外作業 ― 日額　910円

塩素ガスの操てん作業 ― 日額　200円

重量物又は長大物を取扱う著しく危
険な作業

― 日額　910円

支 給 実 績 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ） 9,725 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ） 139 千円

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 10,789 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 152 千円

緊急出動手当　 　 深夜緊急呼出による出動 ―

夜間特殊業務手当　 夜間変則交替勤務 ―

（令和４年度決算）

245,564

291,926

扶養手当

扶養親族を有する職員に支給
　・配偶者　　6,500円
　・子　　　　 10,000円
　（16歳～22歳までの子　5,000円加算）
　・配偶者、子以外の扶養親族
　　　　　　　　6,500円

同 － 9,577 千円

一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の制度と
異なる内容

支給実績
（令和４年度決算）

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額

93,352

住居手当
借家世帯主　最高28,000円
（家賃16,000円以上で家賃額に応じ支給）

通勤手当

通勤のために交通機関等を用いている職員
又は徒歩による通近距離が2ｋｍ以上の職員
　交通機関利用　運賃等に応じて最高55,000
円
　交通用具使用　距離に応じて最高31,600円

同 － 5,041 千円

同 － 7,882 千円

支給実績（令和４年度決算） 499

― 日額　910円

感染症発生地域又は汚染疑い地域
の消毒作業

― 日額　230円

水質試験

船外機における作業 ―

日額　220円

汚水処理施設における現場作業(処
理場に勤務する職員)

221千円 日額　300円

排水設備の検査又は故障修理 84千円 日額　300円

水面上10メートル以上の橋りようにお
ける鉄管架設作業

―

地下2メートル以上の掘さく現場作業 ―

国県等からの派遣要請による災害発
生地域における給水等作業

― 日額　910円

荒天時の川谷ダム洪水吐ゲート操作 ― 日額　910円

危険手当
著しく危険又は衛生上有害な

作業に従事した者

日額　150円

水面上5メートル以上10メートル未満
の橋りようにおける鉄管架設作業

― 日額　150円

水中作業(膝上まで没する作業)
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円管理職手当
管理又は監督の地位にある職員に対して職
務に応じて支給
34,700円～66,300円（定額）

異 支給額 4,769 千円 529,889

14


